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財務常任委員会（令和５年12月11日） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、皆様、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は議案５件であります。これらの案件を逐

次議題といたします。 

 審査に入る前に当局から御挨拶をお願いいたします。 

◎総務部長（中村定秋君） 皆さん、おはようございます。 

 補正予算の御審議をいただくということでございます。 

 例年のことではございますけれども、この12月の補正については、異動等

に伴う人件費の補正、それから今後の不足が見込まれる予算というところで

の補正を行っております。グループ長が出席しておりますので、丁寧な答弁

に努めてまいりたいと思います。 

 あと、建設部長ですけれども、少し体調不良により出勤ができないもので

すから、本日委員会のほうは欠席をさせていただきます。よろしくお願いを

いたします。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ありがとうございました。 

 それでは、審査に入ります。 

 議案第82号「令和５年度岩倉市一般会計補正予算（第９号）」を議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑は、歳出から行います。 

 初めに、款１議会費及び款２総務費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 総務費の交通安全防犯推進費、交通安全事業の自転

車乗車用ヘルメット購入費補助金の増額補正についてお聞かせください。 

 申請件数が増えたということで、額としても倍以上になっているものです

から、当初予算がどのくらいの件数を見込んでいて、現時点でどんなような

状況になっているのか、こういった点についてお聞かせください。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 当初予算のときは350件の70万円を

見込んでおりましたが、現時点での、11月末時点の申請件数ですが、522件

となっております。 

◎委員（木村冬樹君） そうしますと、400件分の増という形になってこよ
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うかと思います。 

 それで、自転車の、自転車販売店というのかな、ヘルメットを入荷しまし

たとかいって貼り紙が書いてあるところも少しあるというふうに見ておりま

すけど、このヘルメットの入荷状況だとか、不足がなく市民の手元にわたっ

ているのかどうか、こういった状況を少し教えてください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

販売店のヘルメットの状況でございますが、しっかりと把握しているわけで

はございませんのでお答えがちょっとしにくい部分もございますが、申請者

の方のお話を少しお伺いすると、８月中旬以降、お盆を過ぎたあたりから、

どうも販売店にはヘルメットの入荷がし始めたというようなお話も伺ってお

りますので、それ以降、順調にヘルメットの入荷はされているというふうに

考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 じゃあ次に、市民プラザ費のほうの修繕料の増額も教えてください。 

 多目的トイレの扉の破損に伴う取替えということで、ちょっと額が大きい、

この115万5,000円がそのままこの修繕料なのかよく分かりませんけど、不足

してということになってくるから増額補正になっているというふうには思い

ますけど、ちょっと結構高額なような気がしますけど、どういったような状

態で、どういった扉なのか、その修繕の状況を教えていただきたいと思いま

す。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

こちらの修繕でございますが、市民プラザ１階にございます多目的トイレの

扉になります。こちらの破損につきましては、今年の７月中旬頃、利用者の

方から扉が破損したということを聞きまして、スタッフが確認をしておりま

す。 

 その状況につきましては、こちらのドアですけれども、多目的トイレとい

うことでどなたでも簡単に使える扉なんですけれども、右側へ３枚折れの、

アコーディオン的な３枚折れになる扉になります。こちらの固定されている

下側の部分が破損したということで、以降、こちらはたくさんの方が利用さ

れるということで早急な修繕が必要ということで、業者に早急に依頼して見

積りを徴収させていただいたんですけれども、そのときにいただいた見積り

が約120万程度の見積りが出てまいりました。こちらの扉につきましては、

特殊な扉でございまして、最終的にはメーカーの判断で部品の部分修繕がで

きないということで、扉ごと交換する必要があるというような判断があった

ということでございました。 
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 ただ、やはり高額ということで、私どももあらゆる業者に少し相談をしな

がら、部分修繕でできないかということもいろいろさせていただいてんです

けれども、扉のメーカーのほうに最終的には相談が行くということが分かり

まして、最終的には高額な修繕が必要になるということで、今回補正をお願

いしているものでございます。 

 ただ、利用につきましては、ドアの開閉につきましては、スタッフが補助

することで通常どおり使うことができますので、使われる利用者の方にはス

タッフにお声がけいただくように表示しながら、現在使用をしている状況で

ございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款１議会費及び款２総務費についての質

疑を終結します。 

 続いて、款３民生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 民生費の五条川小学校区統合保育園整備事業のとこ

ろで、今回、嘱託登記業務委託料が22万ということで上がっております。 

 五条川小学校区統合保育園については、埋蔵文化財が発掘されたというこ

とで、あるということで少し開園が遅れているということを聞いているんで

すけれども、その辺の経緯についてもう一度お聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 延長になった経

緯というところでございますと、今年度、統合保育園の建設予定地のほうが

おおむね契約することができまして、改めてその詳細な次の業務に入ってい

く前に、まず、埋蔵文化財の試掘調査を実施させていただきました。その結

果、土器等も発見され発掘調査が必要であるという判断が出ましたものです

から、令和６年度に発掘調査をさせていただくという次第になっております

ので、その分、令和６年度に調査を行う分、後のスケジュールというところ

で１年間それぞれ延伸をさせていただくというものでございます。

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。

◎委員（木村冬樹君） 保育園費の施設管理費の中の植木剪定等委託料につ

いてお聞かせください。 

 倒木のおそれのある仙奈保育園の樹木の緊急の伐採ということで、少しど

ういう状況だったのか教えていただきたいのと、樹木というのはいろんな効
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果があるといいますか、日陰をつくったり、緑に触れるだとか、こういった

ことが園児にとって大事なことではないかなというふうに思うわけですけど、

この倒木のおそれのある樹木については、どんなようなところにあって、ど

んな状態で、そういった今言ったような心配は要らないものなのかどうか、

この点について教えていただきたいと思います。

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今回、台風の際、

臨時で伐採をさせていただいた樹木につきましては、仙奈保育園の敷地的に

は北西の角、いわゆる園の裏側になるんですけれども、裏側の一番角の道路

の交差点の本当に角に近いところにある樹木でございました。 

 もともと少しそこが立地の関係上、やっぱり風の吹き抜けが強いものです

から、ずうっと自然にやっぱり斜め斜めに入るような、傾きながら生えてい

るところを、３本の添え木をしながらずうっと支えているような状況でござ

いましたが、台風前に改めて少し現地のほうの確認を園がした際に、その添

え木自体も少し折れてしまって、角にある倉庫にもう載せかかるような形に

なってございました。なので、緊急に伐採をさせていただきました。 

 また御質問にあるような、子どもの日陰という意味でいきますと、今申し

上げたように裏側の角というところですので、園児の生活等には影響がない

という場所でございますので、よろしくお願いをします。 

◎委員（大野慎治君） すみません、１点。子ども医療費支給事業について

お聞かせください。 

 子ども医療費の助成金が約4,400万円、4,398万6,000円増加しております

が、内容については通院費に係る１件当たりの医療費及び助成件数が増加し

ということが書いてあるんですけど、ちょっと詳しい内容について、どうい

った要因なのかというのをお聞かせください。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 子ども医療費の増加に係る医療費ですが、

１件当たりの医療費や件数が増加しているということになっております。 

 主に通院ですね、入院のほうは増加しておらず、通院のほうが増加してい

る状況で、こちらのほうは、はっきりとした理由、近隣等の市町村にも確認

しましたところ、いわゆる感染症、インフルエンザとかそういった、ほかの

ＲＳウイルスとかそういったもの、子どもさんのが長期にわたって拡大して

いるというか、そういった状況で医療費のほうは増えているというところを

聞いておりますので、そういった理由が主な理由で通院費が拡大していると

思われます。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、もう一点だけ。 

 その後の青少年宿泊研修施設管理費で土地取得費というところでお聞かせ
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いただきたいんですが、今、希望の家につきましては譲渡の計画となってい

るところです。 

 そういった中で債務負担行為補正なども行われて、指定管理を１年延ばす

というような形になっているというふうに思いますが、これを譲渡していく

ためのいわゆる接道要件が満たしていないということで、様々なこれから対

応があるのかなというふうに思うんですけど、この国有地の購入についてで

見通しが立っていくものなのか、まだまだこれからいろんなことをやらなき

ゃいけないのか、そういったスケジュールも含めて今考えていらっしゃるこ

とを教えていただきたいというふうに思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） まず、国有地につきましては、東海財務局と協

議をする中で、国有地はこの希望の家の敷地内にあるということが確認でき

ましたので、今回補正で上げさせていただいているところです。 

 今後の予定、スケジュールにつきましては、まず国有地を購入させていた

だいて、あと接道要件につきましては、岩倉市の土地に隣接する、愛北広域

事務組合さんの土地がございますので、接道要件につきましては現在測量を

実施しているところでございますので、現在、組合と協議を始めている状況

でございます。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） すみません、先ほどの保育園費の木の伐採ですけど、

仙奈保育園の伐採したときの金額が分かりましたら、大体でもいいんですが

教えていただけないでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君）  税込みで20万

5,700円でございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款３民生費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款４衛生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 



６ 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款４衛生費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開します。 

 続いて、款５農林水産業費及び款６商工費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 農林水産業費の新規就農者の関係の資金についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 今年度に経営を開始した新規就農者ということで、どういった就農状況な

のか、どういった作物を作っているのか、場所はどの辺なのかというような

ことも含めて教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 今年度、新規就農された方の状況に

ついての御質問ということかと思います。 

 この方につきましては、路地野菜を中心に営農を開始される方になります。

経営される農地につきましては南部のほうです。今、実際に御利用いただく

ことが進んでいるところは川井町になります。 

◎委員（木村冬樹君） 路地野菜ということで、どういう作物を作っている

のかということと、あと、こういった新規就農に対しては数年間こういった

資金を提供していくという形になってくると思いますけど、そういったスケ

ジュールも含めて教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） この新規就農者の方がどのような作

物を栽培されるかということについてなんですけれども、今、中心で考えて

いらっしゃるのはエダマメやスティックブロッコリーなどを路地で栽培され

るというふうにお聞きをしております。 

 今後の支援の内容になるんですけれども、今回補正をさせていただきます

経営開始資金のほうが就農開始から３年間の経営を支援をするという形にな

っておりますので、令和５年の、この方については経営を開始時期８月とし

ておりますので、それ以降３年間の支援をさせていただくという形になりま

す。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款５農林水産業費及び款６商工費につい

ての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 
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◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款７土木費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款７土木費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

続いて、款８消防費及び款９教育費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、本会議でもこの医療的ケア児の支

援で、国の補助も今後見込まれるということの御答弁がありましたが、どれ

ぐらいの割合かというのがもう分かれば聞かせていただきたいと思います。

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 補助金ですけれども、文部科学省の補助

金になりまして、補助対象経費の３分の１以内ということになっております。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、３分の１、その申請についてもよ

ろしくお願いします。 

 この医療的ケア児の支援は人材派遣の委託になっていますが、やはり市直

営の会計年度任用職員などの看護師さんというのは難しいんでしょうかね。

その人材派遣にしたという経過についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 看護師につきましては、こちらのほうも

会計年度任用職員ということももちろん考慮に入れました。ただ、先進自治

体等のやっぱり状況を見ていると、やはり会計年度任用職員では募集しても

集まらないというような状況も聞いておりますので、それとあと、人材派遣

ですと、１人の実人数に対して３人ぐらいで回すこともできますので、そう

いった看護師さんのお休みを取るということの状況も踏まえまして、人材派

遣であれば１人区に対して１人派遣してもらえるとかそういうことになりま

すで、こちらを選択しております。 

◎委員（木村冬樹君） あと、今の人材派遣の看護師のことについて私もお

聞かせいただきたいと思いますが、説明資料の中では3,630円の時給という、

これはそのまま看護師にそのまま入るわけではなしに人材派遣業の会社のほ

うにも入るお金になってくるのかなというふうに思いますけど、そういった

人材派遣というのはお金の面でも少しやっぱり経費が増えるんではないかな

というふうには思っていますし、難しさがあるというのは分かりますけど、
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例えばこの10時間のうち、これを３人で回すというようなことでやっていく

ということで考えると、本当に例えば研修だとか事前面談だとか、うまくい

くのかなというところも少し心配するところでありますけど、そういった点

は派遣会社のほうとはどんなような契約といいますか話合いをしているんで

しょうか、お聞かせください。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） こちらのほうも予算を上げるに当たって、

先進自治体のほうの状況等を聞いた上で、実績のある派遣業者から見積りも

取って、その際にいろいろ打合せもさせていただいている中で、今回人材派

遣で進めていこうというふうに決めたところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 実際に派遣されてきてから、どういうふうになって

いくかというのをしっかり検証しながら進めていっていただきますように、

その点はよろしくお願いします。要望しておきます。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 消防費で、ちょっと分かる範囲でいいんですが、恐

れ入ります。人件費の補正ですけど、一般職の給料がちょっと減額されてい

て、人事異動はない部署な気もするんですが、この人件費がこうやって減額

される要因というのがどんなところにあるのか、どんな場合にあるのかとい

うのもちょっと知りたかったもんですから、今回どういったところで減額に

なったかというのを聞かせていただいてよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 当初予算については、前年のこれぐらいの

時期の人員で計算をしています。当然、そこは人の入れ替わりで、若い人が

少し経験年数のある人の後に入ったりすると減るという要因もありますし、

あとは手当なんかも状況によって変わりますので、住居手当がなくなっただ

とか、通勤方法が変わって通勤手当が変わっただとか、そういったことはあ

ります。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款８消防費及び款９教育費についての質

疑を終わり、歳出についての質疑を終結します。 

 続いて、歳入についての質疑に入ります。 

 歳入全般について質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 財産収入の土地売払収入について教えていただきた
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いんですけど、これはどこの部分を売り払って、どういう目的で売り払った

のか、こういった点について教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） 場所につきましては、下本町地内の２筆になり

ます。具体的には、岩倉城跡の東側の南北の道を南に下ったところと、その

南西辺りの２筆になります。 

 今回の売払いに当たりましては、この土地につきましてはいずれも国有地、

いわゆる赤道でございました。市としては、将来にわたって、こういった土

地は現状として使用する予定がないということと、今回隣接する土地の所有

者の方から売払いの申出がございましたので、今回売り払うということに決

定したものでございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、歳入についての質疑を終結い

たします。 

 続いて、第２表 債務負担行為補正についての質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 緊急通報システム運営管理に伴う契約の追加補正に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 来年度から実施計画の説明の中で、これまで固定電話のみが対応できたと

いうことですが、携帯電話の対応も可能になるということであります。それ

で、お聞きしたいのは、そういった携帯電話で必要性のある人の把握だとか、

そういった市民からの申出があるのかどうかということだとか、また、金額

的にこれまでの契約と比べて大きく上がっているのかどうかというところも

含めて、ちょっと状況を教えていただきたいというふうに思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

緊急通報システムの利用の申請の相談のあった際にですが、数件ではござい

ますけれども、固定電話回線がなくてお断りをしているような、そんなケー

スがございました。そもそも固定電話しか対応ができないということで、申

請に至る以前に断っているような、そんなケースもあるかと思いますが、ち

ょっとそこについては完全に把握はできておりません。 

 今後、固定電話回線をお持ちでなくて携帯電話のみをお持ちの人も増えて

いくことが考えられますので、そういった方にも対応ができるようにという

ことで考えております。 

 費用なんですけれども、人件費の上昇であったり、昨今の物価上昇の関係
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かなと思いますけど、費用としては大体全体で１割程度上昇した見積りとな

っております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（須藤智子君） 学校給食センター給食調理及び配送業務等委託料に

ついてお尋ねをいたします。 

 これは消費税分が抜けていたということで、先回の議会で議決したんです

けど、今回その追加分ということで出てきたんですが、この請求書には消費

税込みなのか外なのかということは記載されていなかったんでしょうか。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問なんですが、

消費税については記載はなかったというところでございます。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

◎委員（須藤智子君） この請求書を見た職員さんは何人見えるんですか、

何人でチェックされたんですか。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 書類をチェックした職

員ですが、４名でございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 同じ配送業務ですけど、書類の書式が変わっただと

か、何かそのチェック以外のところで環境の変化みたいなのがあったかなか

ったかお聞きしていいですか。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問ですが、書

類の様式が変わったとかそういった環境の変化ということはございませんで

した。お願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） すみません、医療的ケア児支援人材派遣委託料の件

で１つお尋ねいたします。 

 病院とかでは、こういったケースがあれば配置基準とかいろいろあるかと

思うんですが、ちょっと何か１人ではちょっと不十分にと感じることもある

ですけれども、こういった学校での医療的ケア児を受け入れるに当たって配

置基準とかそういったことはあるのか、１人で安全に行えるかという点をお

尋ねします。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 特に明確な基準はございませんが、今回、

児童１人につき看護師１人での対応を予定しております。 

 また、状況に応じまして、担任や養護教諭、特別支援員などを含め、学校

全体で対応していく予定としております。 
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◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問なんですが、医療的ケア児支援人材派遣

委託業務は、なんで令和６年度だけの債務負担行為になっているんでしょう

か。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 医療的ケア児の状況、症状の改善を見なが

ら、必要に応じて考えているというところになりますので、令和６年度、１

年間、またその次の年度必要でしたらまたお願いしていくというような形に

なります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、ちょっと戻ります。学校給食センタ

ー給食調理及び配送業務等委託料のところで１点だけ質問させてください。 

 見積りの段階で税抜きのものが出てきてしまって、それを見落としていた

という話だと思うんですけど、これは岩倉市から業者、これは給食費に限ら

ずなんですけれども、全ての業者に対して、見積りに関しては税込みで出す

ようにというような通達はできないものかなというふうに思うんですけれど

も、その辺のところお考えはどうですか。業者に対してこちらから要望すれ

ばいいことだとは思うんですけれども、いかがでしょうか。 

◎総務部長（中村定秋君） そうしたことが可能かどうかも含めて少し検討

させていただきまして、もし可能であれば、今後間違えをできるだけ防ぐと

いうことで、適切な対応をしてまいりたいと思います。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、児童発達支援相談業務等委託料に

ついてお聞かせください。 

 本会議でもちょっとお聞きしたんですが、市内で１業者だけこの相談業務

をやっているところがあったということで、そこに委託ということですが、

複数の業者じゃなく１つあったということでの委託ということで、１か所で

そこで委託することに至った経過、やはり１か所であっても、そこが本当に

岩倉の子どもたちの児童発達支援の相談業務に本当にいいところなのかどう

かという精査をしっかりしていただいたと思うんですが、そこら辺をもう一

度お聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） 本市では、あゆみの家で児童発達支援を実施し

ていることから、岩倉市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定時に市

直営で児童発達支援センター事業の実施に向けて庁内で検討いたしました。 

 検討の結果、児童発達支援センターとして実施するには、愛知県の事業所

指定を受ける必要があるということで、人員面、施設面ともに指定基準を満
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たすことが困難であること、また18歳までの児童の相談支援事業の対応が難

しいということから、まず、あゆみの家を活用した児童発達支援センターの

設置はできないという結果に至りました。 

 市内唯一の児童発達支援センターではございますが、施設整備や運営内容

ともに中核的療育支援機関とすることが適切であるというふうに判断をいた

しました。 

 市内のこの児童発達支援センターを運営する法人につきましては、平成29

年に法人設立し、30年以降、本市で計画相談ですとか児童発達支援、放課後

等デイサービスを継続して実施しております。専門性のある療育に関する研

修等も行いながら、特色ある療育訓練を実施しております。また、医療的ケ

ア児コーディネーターですとか、強度行動障害支援者などの専門性の高い職

員のほうも在籍をしていまして、支援に当たっています。 

 また、代表理事につきましても、他の障害児の通所事業所と連携や調整を

図りながら、交流会ですとか研修、勉強会も企画運営するなど、市内障害児

通所事業所のサービス提供や事業運営の質の向上に努めております。 

 市内の障害児通所事業所からの信頼も高く、地域の中核機関としての役割

を担うことと考えており、こちらのほうに委託をするという判断をいたしま

した。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） 分かりました。 

 今、様々な報道の中でまだはっきりしていない状況みたいなんですが、障

害を持っている人たちや、いろんな今、相談支援業務が増えてきていますが、

相談支援業務について消費税をかけるという動きがあるそうです。障害者団

体なども県に対して消費税をかけないようにという要望なども出してきてい

るというような情報もあるんですが、そこら辺は今どう捉えてどういう対応

をされているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） 今回報道等で課税だということで言われている、

障害者総合相談支援法を根拠にして、市町村が行う障害者相談支援業務につ

いては、障害者福祉法第２条第２項及び第３項の各項いずれにも該当しない

ということで課税とされております。 

 今回の事業、児童発達支援相談業務等委託事業につきましては、消費税法

の規定による社会福祉関係の非課税の範囲である社会福祉法第２条第３項第

２号に規定する第２種社会福祉事業、こちらのほうに該当するため消費税は

非課税であると認識しております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 
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 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、第２表 債務負担行為補正に

ついての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第82号「令和５年度岩倉市一般会計補正予算（第９号）」について賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第82号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第83号「令和５年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出両方、歳入歳出全般にわたっての質疑といたします。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 国民健康保険システム改修委託料についてお聞かせ

ください。 

 一般会計の総務費のところでもシステム改修がありますが、この国保にお

けるシステム改修というのは、条例は後で出てくるというふうに思いますけ

ど、被保険者の産前産後期間における国保税の減額に対応するためというこ

とで、一般会計の総務費にあるような全体に及ぶというようなものではない

ような気がして、非常に高額のような感触を持っています。 
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 いずれも国費や県費で全額負担がされるわけですけど、今回のこの国民健

康保険のシステム改修委託料というのは、どういうような積算になってこの

額になっているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） すみません、詳細というまではちょっとあ

れですが、今回の改正に当たりましては、保険税の賦課に係る賦課計算によ

るものになっております。 

 それで、賦課計算と、あとそれに伴う帳票、紙の帳票とかそういったもの、

あとまた、国の調整交付金への補助金への対応にするシステム改修、そうい

ったものが含まれて改修費用となっておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。なかなか分からないところもありま

すが、岩倉市には影響があまりないもんですから、様子を見たいと思います。 

 次に、保険給付費等交付金、償還金についてお聞きかせいただきたいと思

いますが、説明では過年度分の県からの交付金が超過交付ということで、こ

れを今回返還するということでありますけど、この過年度分というのは令和

４年度分ということでよろしいでしょうか、そういった点、ちょっと少しこ

の内容を教えていただきたいと思います。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 内訳ですけど、167万8,000円、こちらのほ

うにつきましては、令和４年度になりますが、特定健康診査の実績が予算よ

りも下回ったというところで返還をしております。 

 あと９万4,000円、こちらの特別調整交付金になりますが、こちらのほう

は令和３年度分にコロナの感染症に係る保険税の減免の更正、そういったも

のがありましたので、それに伴ってというものになります。 

 あと、令和４年度の４万7,000円の残りの内訳ですが、こちらは努力支援

分、そちらのほうが変更になったというところになっておりますので、よろ

しくお願いします。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第83号「令和５年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」について賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第83号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩）

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第84号「令和５年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑は、こちらも歳入歳出全般にわたっての質疑といたします。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） システム改修の関係が２件出ていまして、説明では

来年４月になるんですかね、６月という話もありますけど、介護報酬の改定

があるということで、等というふうにありますので２つ、２本立てになって

いるというふうに思いますが、この介護保険指定機関等管理システム改修委

託料というのは、これは介護報酬の改定に伴うものではないというふうに思

いますけど、どういったシステム改修になっているのか教えていただきたい

と思います。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 介護保険指定機関等管理システムのほう

なんですけれども、こちらは介護サービス事業所の基本情報や加算情報など

を管理しているものでございまして、こちらも４月の介護報酬など、そちら

の改定に伴うものの改修になります。

◎委員（木村冬樹君） ということは、指定機関等管理システム改修委託料

ということなもんですから、市が指定する、いわゆる地域密着型の介護サー

ビス事業所における改修ということで確認させていただいてよろしいでしょ

うか。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 委員の言われるとおり、地域密着型サー

ビス事業所、そのほかには居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介
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護予防日常生活支援総合事業の事業所になります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第84号「令和５年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第２号）」に

ついて賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第84号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩）

◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第85号「令和５年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 
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 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第85号「令和５年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第２号）」につ

いて賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第85号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩）

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第86号「令和５年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算（第

１号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 資本的支出の建設改良費の雨水施設整備費の工事請

負費の増額について質問させていただきます。 

 これは大矢公園に伴うものでございますが、物価高騰、賃金変動の影響に

より、人件費や鋼材価格等が高騰したと書いてございますが、人件費分が幾

らで、鋼材価格等の高騰の内訳はどのようになっているんでしょうか、お聞

かせください。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 積算につきましては、個々の単価の積み上

げになりますので、内訳については、すみません、詳細には把握しておりま

せんが、令和４年４月単価と令和５年３月単価で比較しますと、人件費では

代表的な単価として、普通作業員費が２万600円から２万2,100円に7.3％の

増、土木一般世話役が２万5,900円から２万7,500円ということで6.2％の増、

鋼材につきましては、鉄筋が10万2,000円から11万7,000円、14.7％の増など

となっております。 

◎委員（大野慎治君） この工事費の増額の変更契約はいつになるんでしょ

うか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 変更契約につきましては、最終的な
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数量が決まりました工期末になりますので、令和６年３月に変更する予定で

す。 

◎委員（大野慎治君） この増額分で変更額は足りるという判断ですか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 現時点で見込まれる増額につきまし

て、今回の補正を充てさせていただいております。 

 まだ明確になっていいないところがございますので、その分につきまして

は、今後変更につきましては、検討して増額することがあるかもしれないと

考えております。 

◎委員（大野慎治君） 導水路工事、大矢公園の整備費も含めて、工事が１

年遅れると、そちらのほうも変更契約が見込まれるということになるんでし

ょうか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） おっしゃられるように、導水管工事

のほうも工期延期を行いました。 

 導水管工事については、１年延ばして令和７年３月28日までの工期として

おります。 

 金額につきましてはまだ明確になっておりませんので、こちらも今年度中

に、令和６年３月に一度変更しようと考えております。そちらに向けて今内

容を詰めているところであります。そちらも補正が必要となった場合には、

補正予算に対応することになった際には、また改めて御審議をお願いしたい

と考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第86号「令和５年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算（第１号）」

について賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第86号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

◎総務部長（中村定秋君） 先ほどの給食センターの債務負担行為の件で少

し発言させていただいてよろしいですか。 

◎委員長（水野忠三君） はい。 

◎総務部長（中村定秋君） すみません、先ほどの学校給食センター給食調

理及び配送業務等委託料の債務負担行為の変更ですね、質疑の中でもありま

したとおり、４人の職員がその見積書を見ながら、この消費税が含まれてい

ないことについて気づかなかったと。その間違った金額で９月議会で議決を

いただいたということについては本当に申し訳なかったと思っております。

間違った金額で提案して、間違った金額で議決をいただいたということにつ

いては非常に、大変重たいことだと考えております。 

 これからまたチェック体制を強化する、あるいは先ほど質疑でもありまし

たように、見積書の徴収の仕方についても何かできることがないかというこ

とについては検討させていただいて、今後こういったことがないよう十分気

をつけてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。大変申

し訳ございませんでした。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ありがとうございます。 

 ただいまの御発言に対する質疑等はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ありがとうございました。 

 以上で当委員会に付託されました案件は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


